
＜こんな相談ができます＞ 

・子育ての悩みについて   
・お子さんの発達について 

・障害の特性について 

・医療・療育の情報について 

 

 

 

 

 

・行き渋り,不登校,引きこもりについて 

・イジメや友人関係について 

・家族関係,家庭内でのトラブルについて 

 

 

 

 

 

・学習面や学校生活について 

・就学,進学,進路について 

・就労について 

・福祉サービスについて 

・ケアプランの作成について 

・障害のある人の生活について 

 

＜交通手段＞ 

🚋🚋ＪＲ武蔵野線新八柱駅から新京成バス「小金

原団地循環」行乗車、🚌🚌「若柴西」バス停下車

徒歩約５分 

🚋🚋ＪＲ常磐線北小金駅から新京成バス「小金原

団地循環」行乗車、🚌🚌「栗ヶ沢テニスコート」

バス停下車徒歩約 10 分 

🚋🚋新京成電鉄常盤平駅下車徒歩約 20 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談受付時間＞ 

月曜～金曜 ９：００～１７：００ 

＜相談予約専用ダイヤル＞ 

～まずはお気軽にお電話ください～ 

   

              

 

指定特定相談支援事業所  

指定障害児相談支援事業所 

発達支援室びーんず 
〒２７０－００２１ 

松戸市小金原 9 - ５ - ４２ 

 



＜児童から成人までが対象です＞ 

・障害のあるご本人とその家族 

・子育てに不安のある方 

・不登校、引きこもりのこどもや若者の 

ご家族 

・障害のある人や不登校、引きこもりの 

こどもや若者の支援者 

 

＜相談は全て予約制です＞ 

～まずはお電話ください～ 

 

＊電話の場合でも相談内容により 

対応できる職員が不在の場合があります 

ので、予約をお願いします。 

＊電話による相談・来所による相談、 

その他必要に応じて幼稚園、保育園、学校、 

施設、職場などへの同行や訪問を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③継続的な相談 

③ケアプラン 

作成のための契約 

④ケアプラン作成の 

ためのアセスメント 

（聞き取り） 

⑤ケアプラン立案 

⑥サービス調整（サービス担当者や 

保護者及びご本人と一緒に考えます） 

 

⑦福祉サービスの利用開始 

① ☎電話予約 

０７０－６５５５ 

－０２８６ 

⑧継続モニタリング：通常は半年に１度モニタリングを行い必要に応じてサービス調整を 

行います。またサービス担当者や保護者、ご本人の意見を集約しながらより良い 

サービスが受けられるように支援します。 

②来所及び 

訪問による面談 

障害者総合支援法及び児童福祉法にかかるサービスを 

利用する場合には、ケアプランを立てる必要があります。 

 

＜障害児・障害者のケアプランを作成します＞ 


